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(57)【要約】
【課題】照射する光の波長の違いによらずに、脈波を含
む複数の信号からノイズを除去する。
【解決手段】第１受光部１３１２は、生体に接触してそ
の生体の内部に向けて決められた波長の光を照射する発
光部から、その生体の接触面に沿って第１距離だけ離れ
て配置され、生体の第１部位を決められた圧力で圧迫し
、その生体内で反射した光を第１部位から受ける。第２
受光部１３２２は、生体に接触してその生体の内部に向
けて波長の光を照射する発光部から、その生体の接触面
に沿って第１距離よりも長い第２距離だけ離れて配置さ
れ、生体において第１部位と異なる第２部位を決められ
た圧力で圧迫し、その生体内で反射した光を第２部位か
ら受ける。測定部１１１は、第１受光部１３１２が受け
た光、および第２受光部１３２２が受けた光をそれぞれ
示す各信号に基づいて、生体の脈波を測定する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体に接触して当該生体の内部に向けて決められた波長の光を照射する発光部から、当
該生体の接触面に沿って第１距離だけ離れて配置され、当該生体の第１部位を決められた
圧力で圧迫し、当該生体内で反射した前記光を当該第１部位から受ける第１受光部と、
　前記生体に接触して当該生体の内部に向けて前記波長の光を照射する発光部から、当該
生体の接触面に沿って前記第１距離よりも長い第２距離だけ離れて配置され、前記生体に
おいて前記第１部位と異なる第２部位を前記圧力で圧迫し、当該生体内で反射した前記光
を当該第２部位から受ける第２受光部と、
　前記第１受光部が受けた光、および前記第２受光部が受けた光をそれぞれ示す各信号に
基づいて、当該生体の脈波を測定する測定部と
　を有する脈波測定装置。
【請求項２】
　前記第１距離は、２ミリメートル以上４ミリメートル以下である
　ことを特徴とする請求項１に記載の脈波測定装置。
【請求項３】
　前記第２距離は、４ミリメートル以上１０ミリメートル以下である
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の脈波測定装置。
【請求項４】
　前記決められた圧力は、１キロパスカル以上６キロパスカル以下である
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の脈波測定装置。
【請求項５】
　前記決められた圧力は、２キロパスカル以上３キロパスカル以下である
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の脈波測定装置。
【請求項６】
　前記決められた圧力は、５キロパスカル以上６キロパスカル以下である
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の脈波測定装置。
【請求項７】
　前記決められた波長は、４７０ナノメートル以上６１０ナノメートル以下である
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の脈波測定装置。
【請求項８】
　前記生体の接触面における前記発光部から前記第１受光部までの第１領域は、当該接触
面における前記発光部から前記第２受光部までの第２領域と重なる部分を有する
　ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の脈波測定装置。
【請求項９】
　前記第１領域と前記第２領域とは前記接触面上において交差している
　ことを特徴とする請求項８に記載の脈波測定装置。
【請求項１０】
　前記測定部は、前記第１受光部が受けた光を示す信号、および前記第２受光部が受けた
光を示す信号の周波数の差に基づいて、当該各信号のいずれか一方から前記生体の体動に
よるノイズを除去して、前記脈波を測定する
　ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の脈波測定装置。
【請求項１１】
　前記第１受光部が受ける光は、前記第２受光部が受ける光を照射した発光部によって照
射される
　ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の脈波測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体の脈波を測定する装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　脈波は血液の容積の変化として現れるため、光電脈波センサーは、測定対象となる部位
の血量の変化を捉えることによって脈波を測定することができる。しかし、血液の容積は
、心臓の拍動（すなわち、脈波）のほか、人体の動き（以下、体動という）によっても変
化する。そのため、光電脈波センサーにより脈波を測定する際には、心臓から検知部位ま
で伝搬する過程で、体動によるノイズが波動に含まれる場合がある。つまり、血液は流体
であり、血管には弾性があるため、体動によって生じた血液の流れが血液量の変化を生み
、偽脈動として測定されてしまう場合がある。
【０００３】
　このような体動によるノイズ成分を除去するための演算処理を行う脈波測定装置が開発
されている。例えば、特許文献１は、異なる波長の光をそれぞれ照射して、それらの反射
光を同時に測定し、測定値から脈動成分を抽出する方法が記載されている。この方法は、
動脈血で支配的な酸化ヘモグロビンと静脈血で支配的な還元ヘモグロビンとで、異なる吸
光特性があることを利用している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５５－１２０８５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、反射光を検知して脈波を測定するセンサーにおいて用いられる波長の異なる照
射光は、生体内部への光の浸透深度も異なる。そのため、特許文献１に開示された技術で
は、複数のセンサー間で生じる吸光度の差が、波長が異なる光の浸透深度の差による影響
をも含むこととなり、体動によるノイズを除去することが困難である。
【０００６】
　本発明は、照射する光の波長の違いによらずに、脈波を含む複数の信号からノイズを除
去する技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するため、本発明に係る脈波測定装置は、生体に接触して当該生体
の内部に向けて決められた波長の光を照射する発光部から、当該生体の接触面に沿って第
１距離だけ離れて配置され、当該生体の第１部位を決められた圧力で圧迫し、当該生体内
で反射した前記光を当該第１部位から受ける第１受光部と、前記生体に接触して当該生体
の内部に向けて前記波長の光を照射する発光部から、当該生体の接触面に沿って前記第１
距離よりも長い第２距離だけ離れて配置され、前記生体において前記第１部位と異なる第
２部位を前記圧力で圧迫し、当該生体内で反射した前記光を当該第２部位から受ける第２
受光部と、前記第１受光部が受けた光、および前記第２受光部が受けた光をそれぞれ示す
各信号に基づいて、当該生体の脈波を測定する測定部とを有する。
　この構成によれば、照射する光の波長の違いによらずに、脈波を含む複数の信号からノ
イズを除去することができる。
【０００８】
　上述の態様において、前記第１距離は、２ミリメートル以上４ミリメートル以下である
ことが望ましい。
　また、上述の態様において、前記第２距離は、４ミリメートル以上１０ミリメートル以
下であることが望ましい。
　この構成によれば、脈波を示す信号であって、体動によるノイズに対する感度が異なる
２種類の信号を他の構成に比べて測定し易い。
【０００９】
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　また、上述の態様において、前記決められた圧力は、１キロパスカル以上６キロパスカ
ル以下であることが望ましい。
　この構成によれば、例えば人体の脈波を測定する場合にも他の構成に比べて人に苦痛を
与え難い。
　また、上述の態様において、前記決められた圧力は、２キロパスカル以上３キロパスカ
ル以下であることが望ましい。
　この構成によれば、例えば数日間というように比較的長期間にわたって連続して測定し
ても他の構成に比べて生体に苦痛を与え難い。
　また、上述の態様において、前記決められた圧力は、５キロパスカル以上６キロパスカ
ル以下であることが望ましい。
　この構成によれば、生体組織内において比較的浅い位置に存在する毛細血管に対して体
動によるノイズの影響が生じることを他の構成に比べて抑え易くなる。
　また、上述の態様において、前記決められた波長は、４７０ナノメートル以上６１０ナ
ノメートル以下であることが望ましい。
　この構成によれば、照射される光が他の構成に比べて、血管中のヘモグロビンに反射さ
れ易い。
　また、好ましくは、前記生体の接触面における前記発光部から前記第１受光部までの第
１領域は、当該接触面における前記発光部から前記第２受光部までの第２領域と重なる部
分を有するとよい。
　この構成によれば、第１領域が第２領域と重ならない場合に比べて誤差の生じる要因が
少ない。
　また、好ましくは、前記第１領域と前記第２領域とは前記接触面上において交差してい
るとよい。
　この構成によれば、第１受光部および第２受光部がそれぞれ受ける光の反射する位置を
他の構成に比べて近くにすることができる。
　また、好ましくは、前記測定部は、前記第１受光部が受けた光を示す信号、および前記
第２受光部が受けた光を示す信号の周波数の差に基づいて、当該各信号のいずれか一方か
ら前記生体の体動によるノイズを除去して、前記脈波を測定するとよい。
　この構成によれば、照射する光の波長の違いによらずに、脈波を含む複数の信号からノ
イズを除去することができる。
　また、好ましくは、前記第１受光部が受ける光は、前記第２受光部が受ける光を照射し
た発光部によって照射されるとよい。
　この構成によれば、脈波測定装置をコンパクトにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】脈波測定装置の外観を示す図。
【図２】脈波測定装置の構成を示すブロック図。
【図３】検知部の各構成の配置を示した図である。
【図４】発光部と受光部との距離が光の浸透深度に与える影響を説明するための図。
【図５】光が反射する位置と信号強度比との関係を示す図。
【図６】押圧力に対する吸光度および体動ノイズ感度の変化を示す図。
【図７】制御部の機能的構成を示す図。
【図８】変形例における発光部および受光部の配置を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
１．実施形態
１－１．全体構成
　図１は、脈波測定装置１の外観を示す図である。脈波測定装置１は、リストバンド２に
よって使用者の手首に固定される腕時計のような構造を有している。脈波測定装置１のお
もて面には液晶パネルなどからなる表示面１４１（後述）が設けられており、脈波測定装
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置１の側面には使用者が押して操作をするボタンスイッチなどの操作子１５１（後述）が
設けられている。脈波測定装置１のうら面は使用者の手首に接触する。
【００１２】
　図２は、脈波測定装置１の構成を示すブロック図である。制御部１１は、ＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory
）を有し、ＣＰＵがＲＯＭや記憶部１２に記憶されているコンピュータプログラム（以下
、単にプログラムという）を読み出して実行することにより脈波測定装置１の各部を制御
する。
【００１３】
　記憶部１２は、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ：Solid State Drive）などの大容
量の記憶手段であり、ＣＰＵに読み込まれるプログラムを記憶する。表示部１４は、液晶
などを利用した表示面１４１を備え、制御部１１からの指示に応じてこの表示面１４１に
画像を表示させる。
【００１４】
　操作部１５は各種の指示をするためのボタンスイッチなどの操作子１５１を備えており
、ユーザによる操作を受け付けてその操作内容に応じた信号を制御部１１に供給する。な
お、操作子１５１は、表示面１４１に重ねられた透明なタッチパネルを含んでいてもよい
。
【００１５】
　検知部１３は、第１検知部１３１、第２検知部１３２、増幅部１３３、およびＡ／Ｄ変
換部１３４を有する。第１検知部１３１は、生体の脈波を測定してその脈波を示す第１信
号を出力する構成である。具体的に第１検知部１３１は、第１発光部１３１１と第１受光
部１３１２とを有しており、これらが生体（この場合、手首の皮膚面）側に接触するよう
に配置される。第１発光部１３１１は、生体に接触してその生体の内部に向けて決められ
た波長の光を照射する光源の一例である。
【００１６】
　第２検知部１３２は、第１検知部１３１と異なる感度で生体の脈波を測定してその脈波
を示す第２信号を出力する構成である。ここで「感度」とは、ノイズ感度であり、脈波成
分（脈波による信号の強度）に対するノイズ成分（ノイズによる信号の強度）の割合を表
したものである。具体的に第２検知部１３２は、第２発光部１３２１と第２受光部１３２
２とを有しており、これらが生体側に接触するように配置される。第２発光部１３２１は
、生体に接触してその生体の内部に向けて決められた波長の光を照射する光源の一例であ
る。上述した第１検知部１３１と第２検知部１３２との感度の差は、第１発光部１３１１
と第１受光部１３１２との距離、および、第２発光部１３２１と第２受光部１３２２との
距離の差に由来する。
【００１７】
　増幅部１３３は、第１検知部１３１および第２検知部１３２によってそれぞれ出力され
た信号を増幅するアンプである。Ａ／Ｄ変換部１３４は、増幅部１３３によって増幅され
たアナログ信号をデジタル信号に変換する。
【００１８】
　図３は、検知部１３の各構成の配置を示した図である。図３（ａ）に示すように、検知
部１３は、脈波測定装置１において、使用者の手首の皮膚面側に接触するようにうら面（
すなわち、表示部１４の表示面１４１が設けられた面の反対側の面）に配置されている。
【００１９】
　また、図３（ｂ）に示すように、検知部１３が使用者の手首の皮膚面側に接触する部位
には、第１検知部１３１の第１発光部１３１１および第１受光部１３１２、並びに第２検
知部１３２の第２発光部１３２１および第２受光部１３２２が設けられている。第１発光
部１３１１と第１受光部１３１２との距離が、第２発光部１３２１と第２受光部１３２２
との距離よりも短くなるように各構成は配置されている。
【００２０】
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　検知部１３において、第１受光部１３１２は、第１発光部１３１１から生体の接触面（
ここでは使用者の手首の皮膚面）に沿って第１距離Ｌ１だけ離れて配置されている。第１
受光部１３１２は、使用者の手首の対応する部位（以下、第１部位という）を決められた
圧力で圧迫し、第１発光部１３１１から照射されて生体内で反射した光をその第１部位か
ら受ける。
【００２１】
　また、第２受光部１３２２は、第２発光部１３２１から、生体の接触面に沿って第１距
離Ｌ１よりも長い第２距離Ｌ２だけ離れて配置されている。第２受光部１３２２は、使用
者の手首の対応する部位、つまり生体において第１部位と異なる第２部位を上述した圧力
で圧迫し、その生体内で反射した光をその第２部位から受ける。
【００２２】
　生体の接触面における第１発光部１３１１から第１受光部１３１２までの第１領域Ｒ１
は、その接触面における第２発光部１３２１から第２受光部１３２２までの第２領域Ｒ２
と交差しており、これらが重なる部分として重複領域Ｒｄを有する。このように、第１検
知部１３１と第２検知部１３２とのそれぞれの光路において重なる部分があるということ
は、各光路は生体のうち共通する部分を透過していることを意味する。したがって、第１
検知部１３１と第２検知部１３２とは、いずれもその共通する部分における脈波を含む信
号を検知するので、第１領域Ｒ１が第２領域Ｒ２と共通する部分を有しない場合に比べて
誤差の生じる要因が少ない。また、特に、第１領域Ｒ１が第２領域Ｒ２と交差しているこ
とにより、第１受光部１３１２および第２受光部１３２２がそれぞれ受ける光の反射する
位置は、より近くになる。
【００２３】
　第１発光部１３１１は、予め決められた波長の光であって、図示しない電源から供給さ
れた電流に応じた光量の光を生体組織に向けて照射する。この決められた波長とは、例え
ば、４７０ナノメートル以上６１０ナノメートル以下であり、より好ましくは５２０ナノ
メートル以上５７０ナノメートル以下である。この波長は、他の波長に比べて血管中のヘ
モグロビンに反射され易いという特徴を有する。第１受光部１３１２は、第１発光部１３
１１が照射した光のうち、生体組織によって反射した光を受光し、その受光強度に応じた
信号を第１信号として出力する。この反射光には、様々なものが含まれ得るが、このうち
、血管中のヘモグロビンによって反射した光は、脈波を示すものである。一方、例えば使
用者の体の動き（体動）があると反射光は影響され、脈波に無関係なノイズを含む場合が
ある。
【００２４】
　第２発光部１３２１は、第１発光部１３１１により照射された光と同じ波長の光であっ
て、供給された電流に応じた光量の光を生体組織に向けて照射する。第２受光部１３２２
は、第２発光部１３２１が照射した光のうち、生体組織によって反射した光を受光し、そ
の受光強度に応じた信号を第２信号として出力する。
【００２５】
　図４は、発光部と受光部との距離が光の浸透深度に与える影響を説明するための図であ
る。利用者の手首の皮膚面Ｓｆには、第１発光部１３１１および第１受光部１３１２、並
びに第２発光部１３２１および第２受光部１３２２が接触している。図４において、第１
発光部１３１１は、第２発光部１３２１を兼ねるものとする。
【００２６】
　発光部と受光部との距離が短いほど、生体内の深い部分に対する感度が浅い部分に対す
る感度に比べて相対的に低下することが分かっている。すなわち、第１発光部１３１１か
ら照射された光が、生体組織内の深度Ｄ１の位置で反射して第１受光部１３１２に届く光
の強度は、深度Ｄ１よりも深い深度Ｄ２の位置で反射して第１受光部１３１２に届く光の
強度に比べて強い。一方、第２発光部１３２１から照射された光が、深度Ｄ１の位置で反
射して第２受光部１３２２に届く光の強度は、深度Ｄ２の位置で反射して第２受光部１３
２２に届く光の強度に比べて強いが、第１検知部１３１において生じるほどの違いはない
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。そのため、第１検知部１３１は、第２検知部１３２よりも相対的に浅い部位で反射する
光の検知に向く構成となる。
【００２７】
　図５は、光が反射する位置と信号強度比との関係を示す図である。図５には、真皮深さ
０．５ｍｍの位置で反射して受光部によって受けられる光の信号強度に対する、真皮深さ
１．０ｍｍ、および真皮深さ１．５ｍｍの位置でそれぞれ反射した光の信号強度の比が表
されている。例えば、発光部から受光部までの距離Ｌが２ｍｍの場合、真皮深さ１．５ｍ
ｍの位置で反射する光の信号強度は、真皮深さ０．５ｍｍの位置で反射する光の信号強度
の約２０％程度に低下するが、距離Ｌが６ｍｍの場合には、約５５％程度を維持する。す
なわち、距離Ｌが長いほど、検知部１３は、相対的に深い位置における反射光を検知し易
くなり、浅い位置と深い位置のそれぞれにおいて反射した各光に対する感度の差が減少す
る。
【００２８】
　図６は、押圧力に対する吸光度および体動ノイズ感度の変化を示す図である。検知部１
３による接触面への押圧力を変えると生体組織が押しつぶされる量や領域は変化する。特
に真皮層は毛細血管が多く柔らかい組織であるため低い圧力で押しつぶされる。図６（ａ
）に示す毛細血管開放圧力ｐ１［ｋＰａ］は、これを超えると毛細血管が閉鎖し始める臨
界圧力であり、毛細血管閉鎖圧力ｐ２［ｋＰａ］は、これを超えると毛細血管が閉鎖する
臨界圧力である。また、押圧力が、図６（ａ）に示す動脈開放圧力ｐ３［ｋＰａ］を超え
ると、動脈の閉鎖が始まり、動脈閉鎖圧力ｐ４［ｋＰａ］を超えると動脈が閉鎖する。
【００２９】
　脈波測定装置１の検知部１３が利用者の人体など生体に接触する面を押す押圧力を、例
えば、毛細血管開放圧力ｐ１から毛細血管閉鎖圧力ｐ２までの範囲に設定すれば、毛細血
管は完全には閉鎖しない状態となる。したがってこの場合、毛細血管を流れる血液は、体
動によって動き易いため、生体組織内において比較的浅い位置に存在する毛細血管で反射
する光にはノイズが乗り易い。その結果、発光部から受光部までの距離Ｌが２ｍｍの構成
は、この距離Ｌが２ｍｍよりも長い６ｍｍの構成に比べて、浅い位置における反射光をよ
りよく検知するので、体動によるノイズに対する感度（すなわち、体動ノイズ感度）が高
い。
【００３０】
　一方、押圧力を、例えば、動脈開放圧力ｐ３から動脈閉鎖圧力ｐ４までの範囲に設定す
ると、動脈開放圧力ｐ３は毛細血管閉鎖圧力ｐ２よりも高い圧力であるため、毛細血管は
完全に閉鎖し、動脈は完全には閉鎖しない状態になる。したがってこの場合、毛細血管は
押しつぶされているからその内部の血液は動き難い。つまり、毛細血管が存在する比較的
浅い位置の生体組織で反射する光にはノイズが乗り難い。ところが、動脈は完全には閉鎖
していないため、動脈内部の血液は動き易い。つまり、動脈が存在する比較的深い位置の
生体組織で反射する光にはノイズが乗り易い。その結果、距離Ｌが６ｍｍの構成は、距離
Ｌが２ｍｍの構成に比べて、深い位置における反射光をよりよく検知するので、体動ノイ
ズ感度が高い。
【００３１】
　このように、押圧力をどの範囲に設定するかによって、第１検知部１３１および第２検
知部１３２の体動ノイズ感度は逆転する。例えば、図６に示した例において、接触面を押
圧する押圧力を、２キロパスカル以上３キロパスカル以下の圧力に設定すると、発光部か
ら受光部までの距離が短い第１検知部１３１の方が、第２検知部１３２よりも体動ノイズ
感度が高くなる。これは、２キロパスカル以上３キロパスカル以下の圧力が動脈開放圧力
ｐ３よりも低いため、動脈が開放されており、毛細血管の方が動脈よりも体動ノイズが乗
り易いためと考えられる。なお、２キロパスカル以上３キロパスカル以下の圧力は比較的
低い力であるため、例えば数日間というように比較的長期間にわたって連続して測定して
も他の構成に比べて生体に苦痛を与え難い。
【００３２】
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　一方、接触面を押圧する押圧力を、５キロパスカル以上６キロパスカル以下の圧力に設
定すると、発光部から受光部までの距離が長い第２検知部１３２の方が、第１検知部１３
１よりも体動ノイズ感度が高くなる。記憶部１２に記憶されたプログラムには、設定され
た圧力に応じて、第１検知部１３１および第２検知部１３２のどちらの体動ノイズ感度が
高いのかを制御部１１が特定するように記載されている。
【００３３】
１－２．制御部の機能的構成
　図７は、制御部１１の機能的構成を示す図である。第１検知部１３１の第１受光部１３
１２により出力された第１信号、および第２検知部１３２の第２受光部１３２２により出
力された第２信号は、それぞれ増幅部１３３を経て増幅され、Ａ／Ｄ変換部１３４によっ
てデジタル信号に変換されてから制御部１１に供給される。つまり、制御部１１は、生体
の脈波を測定する第１検知部１３１から、その脈波を示す第１信号を取得する第１取得部
として機能する。また、制御部１１は、第１検知部１３１と異なる感度で生体の脈波を測
定する第２検知部１３２から、その脈波を示す第２信号を取得する第２取得部として機能
する。
【００３４】
　第１信号および第２信号を取得した制御部１１は、これらの各信号に基づいて、生体の
脈波を測定する測定部１１１として機能する。測定部１１１は、第１信号および第２信号
の周波数の差を算出する算出部１１１１と、算出部１１１１によって算出された周波数の
差に基づいて、第１信号および第２信号のいずれか一方から生体の体動によるノイズを除
去する除去部１１１２とを有する。測定部１１１は、体動ノイズ感度が高い方の検知部に
よって出力された信号から体動ノイズを抽出し、体動ノイズ感度が低い方の検知部によっ
て出力された信号から、この体動ノイズを除去することにより、生体の脈波を測定する。
測定された脈波を示す数値などは記憶部１２に記憶される。
【００３５】
　以上、説明した通り、脈波測定装置１は、同じ波長の光をそれぞれ照射する発光部を有
する２つの検知部において、発光部から受光部までの距離が異なることを利用して、それ
ぞれが出力する信号に含まれるノイズを除去するので、従来の技術に比べて脈波を高精度
に測定することができる。
【００３６】
２．変形例
　以上が実施形態の説明であるが、この実施形態の内容は以下のように変形し得る。また
、以下の変形例を組み合わせてもよい。
【００３７】
２－１．変形例１
　上述した実施形態において、第１領域Ｒ１は第２領域Ｒ２と交差していたが、各領域の
配置はこれに限られない。また、第１発光部１３１１と第２発光部１３２１とは別体であ
ったが、第１発光部１３１１が第２発光部１３２１を兼ねてもよい。図８は、この変形例
における発光部および受光部の配置を示す図である。この例において第１発光部１３１１
は、図８（ａ）に示すように、第２発光部１３２１を兼ねている。そして、第１発光部１
３１１から第１受光部１３１２までの領域を延長した先に第２受光部１３２２が設けられ
ている。すなわち、第１発光部１３１１から第１受光部１３１２までの第１領域Ｒ１は、
第２発光部１３２１から第２受光部１３２２までの第２領域Ｒ２に含まれていてもよい。
【００３８】
２－２．変形例２
　また、図８（ｂ）に示すように、第１発光部１３１１が第２発光部１３２１を兼ねてお
り、且つ、第１発光部１３１１から見て第１受光部１３１２が設けられた方向の反対側に
第２受光部１３２２が設けられていてもよい。この場合、第１発光部１３１１の設けられ
た領域が重複領域Ｒｄに相当する。
【００３９】
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　上述した実施形態において、第１信号および第２信号を取得した制御部１１は、これら
各信号の周波数の差を算出し、その周波数の差に基づいて、第１信号および第２信号のい
ずれか一方から生体の体動によるノイズを除去することで、生体の脈波を測定していたが
、体動によるノイズを除去する手段はこれに限られない。例えば、制御部１１は、各信号
の強度の差を算出して、体動によるノイズを除去してもよい。
【００４０】
２－４．変形例４
　上述した実施形態において、脈波測定装置１の検知部１３が生体に接触する面を押す押
圧力は、予め設定されていたが、変化させてもよい。この場合、脈波測定装置１は、この
押圧力を計測する計測部を有していてもよく、脈波測定装置１の制御部１１は、この計測
部が計測した押圧力に応じて、第１検知部１３１および第２検知部１３２のどちらの体動
ノイズ感度が高いのかを特定してもよい。
【００４１】
２－５．変形例５
　検知部の数は実施形態で説明したものに限定されない。実施形態では、脈波測定装置１
が第１検知部１３１および第２検知部１３２の２つの検知部を有する例を説明したが、脈
波測定装置１は、３つ以上の検知部を有していてもよい。この場合において、脈波測定装
置１は、これら３つ以上の検知部の中から選択された２つの検知部から出力される信号を
用いて、脈波を示す信号を取得してもよい。
【００４２】
２－６．変形例６
　上述した実施形態において、第１距離Ｌ１の範囲について言及していないが、第１距離
Ｌ１は、２ミリメートル以上４ミリメートル以下であることが望ましい。また、第２距離
Ｌ２は、第１距離Ｌ１よりも長く、且つ、４ミリメートル以上１０ミリメートル以下であ
ることが望ましい。
【００４３】
２－７．変形例７
　上述した実施形態において、図６に示す例で接触面を押圧する押圧力を２キロパスカル
以上３キロパスカル以下の圧力に設定すると、第１検知部１３１の方が、第２検知部１３
２よりも体動ノイズ感度が高くなり、５キロパスカル以上６キロパスカル以下の圧力に設
定すると、第２検知部１３２の方が、第１検知部１３１よりも体動ノイズ感度が高くなる
ことを示したが、この押圧力の設定はこれらの範囲に限られない。接触面を押圧する押圧
力は、押圧によって生体が受ける負担と検知精度との関係から、１キロパスカル以上６キ
ロパスカル以下であることが望ましい。
【符号の説明】
【００４４】
１…脈波測定装置、１１…制御部、１１１…測定部、１１１１…算出部、１１１２…除去
部、１２…記憶部、１３…検知部、１３１…第１検知部、１３１１…第１発光部、１３１
２…第１受光部、１３２…第２検知部、１３２１…第２発光部、１３２２…第２受光部、
１３３…増幅部、１３４…Ａ／Ｄ変換部、１４…表示部、１４１…表示面、１５…操作部
、１５１…操作子、２…リストバンド
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